
令和８年度 徳島県職員選考採用試験 

行政実務経験者採用（第１期） 実施要項 

 

 徳島県では、国や他都道府県等で正規職員として勤務した経験のある方を対象に、徳島

県職員として採用する「行政実務経験者採用」を実施します。 

    ■ 受付期間  令和８年６月１５日（月）から令和８年７月１６日（木）まで 

      ■ 試 験 日  令和８年８月２日(日) 

      ■ 採用予定日  原則として令和９年４月１日 

 

 

１ 募集職種、採用予定人員 

募集職種 採用予定人数 

行政事務、電気、電気(設備)、機械、機械(設備)、 

建築、総合土木、農業、農業(畜産)、林業、水産、 

薬剤師、管理栄養士、心理、保健師、化学、福祉、 

獣医師 

 

１０名程度
 

 

 

  なお、各職種の職務の内容を以下のとおりです。 

募集職種 主な職務の内容 

行政事務 

 

県税の賦課徴収、生活保護のケースワーク、許認可業務等のほか、各種施策の企画立案、条例等の制定、予算・経理等の内
部管理業務など、県の関係機関において一般行政事務に従事します。 

電気 

 

水力・太陽光発電施設や工業用水道施設等の保守管理業務（強電）、電気事業や工業用水道事業等の経営に係る企画立案の
ほか、防災行政無線の運用・保守業務など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

電気 

(設備) 

県有施設の建設・営繕、県営住宅の建設・管理、建築設備工事の設計積算・監督等の業務のほか、これらに係る施策の企画
立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

機械 

 

水力・太陽光発電施設や工業用水道施設等の保守管理業務（機械）のほか、電気事業や工業用水道事業等の経営に係る企画
立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

機械 

(設備) 

県有施設の建設・営繕、県営住宅の建設・管理、建築設備工事の設計積算・監督等の業務のほか、これらに係る施策の企画
立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

建築 

 

建築物の確認審査や技術的な指導、公共建築物の設計や工事監理業務のほか、住宅の耐震化や長寿命化をはじめとする施策
の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

総合土木 公共工事の設計積算、施工管理業務のほか、「道路、河川、砂防、港湾、海岸、都市計画等の社会基盤整備」や「農業・農
村に関する生産基盤の整備、農地の保全」などに係る施策の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事しま
す。 

農業 農業技術の普及指導、農家経営改善指導、農業大学校における教育、新品種・新技術の開発等の試験研究のほか、農業施策
の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

農業 

(畜産) 

畜産分野における農業技術の普及指導、農家経営改善指導、農業大学校における教育、新品種・新技術の開発等の試験研究
のほか、獣医師職と連携した業務、農業（畜産）施策の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

林業 森林整備事業（造林、林道）、治山事業、県産材の生産・加工・流通・需要拡大や林業の振興に係る施策の企画立案のほか
、林業技術の普及指導、試験研究など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

水産 主に、水産技術の普及指導、養殖技術の指導、水産資源の増殖・管理、水産に関する試験研究のほか、水産物流通対策、生
産基盤の整備など水産業の振興に係る施策の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

薬剤師 薬事・衛生・環境に関する監視・指導、医薬品・衛生・環境に関する試験研究・検査、これらに係る施策の企画立案のほか
、県立病院における医薬品の調剤・製剤・服薬指導など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

管理 

栄養士 

正しい食情報の発信や健康的な食環境の醸成に係る業務、食品衛生指導、これらに係る施策の企画立案のほか、県立病院に
おける栄養管理・食事療養のサポートなど、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

心理 相談支援機関における心理面接・心理判定・相談支援業務のほか、福祉・医療分野に係る企画立案など、県の関係機関にお
いて技術的業務等に従事します。 



保健師 地域の健康づくりや精神保健・感染症・健康危機管理対策等の広域的・専門的業務のほか、福祉・医療分野に係る企画立案
など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

化学 大気汚染、水質汚濁等の監視・指導、環境影響評価の審査・指導、産業廃棄物対策等に関する業務、環境に関する試験研究
及び検査業務のほか、これらに係る施策の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事します。 

福祉 児童相談業務・一時保護業務・女性支援業務、児童自立支援業務、生活保護のケースワークや相談援助業務のほか、福祉分
野に係る施策の企画立案など、県の関係機関において専門的事務等に従事します。 

獣医師 家畜の防疫衛生、畜産の振興、環境・食品衛生事務・監視指導、と畜・食鳥検査、動物愛護管理、動物由来感染症予防、鳥
獣保護対策、各種試験研究等の業務のほか、これらに係る施策の企画立案など、県の関係機関において技術的業務等に従事
します。 

  ※職員が幅広い行政経験を積めるよう、職種間や各部門間での交流も行っていますので、 

採用後は、受験した職種以外の職務に従事することがあります。 

 

２ 採用予定時期 

    原則として令和９年４月１日を予定しています。 

  ただし、可能な者は、随時、採用する場合があります。 

 

３ 受験資格 

 (１)次の①及び②の全てに該当し、かつ、該当する職種については③に該当する者 

  ① 昭和４２年４月２日以降に生まれた者 

  ② 国、都道府県又は人事委員会を置く地方公共団体における正規職員（※１）として３年以 

上の職務経験（※２）を有する者であって、採用予定日が当該団体を退職後１０年以内で 

ある者（※３） 

   ※１ 正規職員は、期限の定めのないフルタイム勤務の職員を指します。 

     ※２ 職務経験は、休職、停職、育児休業その他の休業期間を除きます（連続して３ヶ月を 

超えるものに限る。）。 

      職務経験が複数に渡る場合は、通算することができます。 

※３ 職務経験が複数に渡る場合は、直近の国、都道府県又は人事委員会を置く地方公共団

体を退職した日を起算点とします。 

③ 次の職種については、該当する資格又は免許を有する者 

  ・薬剤師・管理栄養士・保健師・獣医師：当該免許を有する者 

  ・福祉：次のアからウのいずれかに該当する者 

        ア 児童福祉司任用資格を有する者 

        イ 児童自立支援専門員任用資格を有する者 

        ウ 社会福祉主事任用資格を有する者 

 (２)次の①から⑥のいずれかに該当する者は、受験できません。 

  ① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

    ② 徳島県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  ④ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因と

する者以外） 



 

 

⑤ 日本の国籍を有しない者 

 ただし、電気、電気(設備)、機械、機械(設備)、管理栄養士及び保健師については、日本

の国籍を有しない者であっても受験できます。 

     ※在留資格において就職が制限されている者は、採用されません。 

     ※日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる

職に就くことはできません。 

⑥ 受験申込時において徳島県職員である者 

   ただし、次の掲げる者を除きます。 

 ・地方公務員法第３条第３項の規定による特別職の職員 

 ・地方公務員法第２２条の２の規定による会計年度任用職員 

 ・地方公務員法第２２条の３第１項の規定による臨時的任用職員 

 ・地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定による任期付職員及び臨時的

任用職員 

 ・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条各項の規定による任期付

職員 

 ・地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用に関する法律第３条の規定による任期付職 

     員 

 

４ 試験日時、試験会場等 

試験日時 

 

令和８年８月２日（日）  

 ※集合時間等については、別途通知します。 

試験会場 徳島県職員会館（徳島市万代町３丁目５－３） 

合格発表 ８月下旬（受験者全員に、合否に関わらず文書で通知します。） 

   ※合格者に対し、後日、人事委員会の選考を経て採用が決定されます。 

 

５ 試験の方法及び内容 

試験種目 方法及び内容 

書類選考 

 

申込書類により、公務員としての経験・実績、希望する職種に応じたこれまで

の実務経験、県行政に対する意欲等を審査します。 

口述試験 

 

使命感、信頼感、積極性、実務経験等の職務遂行能力をみるため、個別面接を

行います。 
   

※書類選考の結果、口述試験を実施しない場合があります。 

６ 受験手続 

受付期間 令和８年６月１５日(月)から令和８年７月１６日(木) まで 

申込方法 申込みは、持参、郵送又は電子申請（推奨）による方法があります。受付期

間以外の申込みは、受付しませんので、十分注意してください。 



 申込内容に不備等がある場合は、確認の連絡をすることがあります。確認が

できなかった場合には、申込みの受付ができないことがあります。 

 概ね、受付期間終了後から１週間以内を目処に、口述試験の集合時間等を通

知します。７月２７日(月)までに当該通知が到着しない場合は、徳島県企画総

務部人事課まで電話でご連絡ください。 

 

(１)持参による申込み 

受付期間中の執務日（土・日曜日、祝日を除く。）の午前８時３０分から午

後６時１５分までに、徳島県企画総務部人事課に提出してください。 

 

(２)郵送による申込み 

封筒の表に「徳島県職員受験申込（行政実務経験者）」と朱書きし、必ず

「書留郵便」により、徳島県企画総務部人事課宛て送付してください。令和８

年７月１６日までの消印があるものに限り受付けます。 

 

(３)電子申請による申込み【推奨】 

① 徳島県ＨＰ「電子申請サービス」のＵＲＬまたは二次元コードから申し込

んでください。 

（『行政実務経験者』で検索、または手続き一覧から『令和８年度 徳島県員

選考採用試験 行政実務経験者採用（第１期）』をクリックしてください） 

【徳島県電子申請サービス】   

https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/    

② 『利用者登録せずに申し込む方はこちら＞』を 

クリックし、利用規約に同意の上、 

メールアドレスを登録してください。 

 

③ 登録されたメールアドレスに受付メールが届きますので、添付された 

ＵＲＬをクリックし、必要事項を入力の上、申込みしてください。 

 

④ 申込完了後、「整理番号」と「パスワード」が②で登録されたメールアド

レスに届きます。申込内容の確認等に必要ですので、必ず残しておいてくだ

さい。 

  なお、このメールが３日以内（土・日及び祝日を除く営業日）に届かない

場合は、徳島県企画総務部人事課へ問い合わせてください。 

 

 



【注意事項】 

※迷惑メール対策等を行っている場合には、「pref-tokushima@apply.e-tumo.j

p」及び「@pref.tokushima.lg.jp」からのメール受信が可能な設定にしておい

てください。また、URLの記載のある電子メールを受信可能な設定にしておいて

ください。 

※システムのメンテナンス等のため、受付期間中でもシステムを停止する場合

があります。その他、通信障害等のトラブルについては、一切責任を負いませ

ん。 

 

７ 提出書類 

（１）持参又は郵送の場合 

   次の書類を徳島県企画総務部人事課に提出してください。 

   なお、提出された書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

 

① 受験申込書（指定様式） １部 

② エントリーシート（指定様式） １部 

③ （薬剤師・管理栄養士・保健師・獣医師・福祉のみ）該当する免許証又は資格を有して

いることを証する書類の写し １通 

 

（２）電子申請の場合 

      該当する方については、次の書類を口述試験当日、受付に提出してください。 

   なお、提出された書類は理由のいかんを問わず返却しません。 

  ・（薬剤師・管理栄養士・保健師・獣医師・福祉のみ）該当する免許証又は資格を有している

ことを証する書類の写し １通 

 

８ その他 

（１）最終合格後、職務経験等の確認のため、職務経歴証明書を提出していただきます。受験資格 

を満たさないことが判明した場合や申込内容に虚偽があった場合には、採用される資格を失

うことがあります。 

 

（２）令和８年１２月２５日に施行予定の「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下、「こども性暴力防止法」という。)」

に基づき、施行後に採用される方で「こどもに接する業務」に従事する場合は、特定性犯罪

※の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある

場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させな

いこと等の措置を講じる必要があります。これらの制度の施行を踏まえ、この試験の最終合

格者に対し、任命権者による採用手続等の過程において、誓約書等により、特定性犯罪の前

科の有無を確認することがあります。この結果、特定性犯罪事実該当者であることが判明し



た場合は、採用されないことがありますので、あらかじめ御了承ください。 

  ※「特定性犯罪」及び「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力防止法 

第２条第７項及び第８ 項を参照してください。 

 

（３）採用する職は、国、都道府県又は人事委員会を置く地方公共団体における職務経験の年数に 

応じて、課長補佐級以下の職で採用します。 

なお、本県における職制は以下のとおりです。 

（行政職給料表の場合） 

職位 主事級 係長級 課長補佐級 

給料表 行１，２級 行３，４級 行４，５級 

主な職 主事 

主任主事 

主任 

係長 

主査 

課長補佐 

 

（４）給料は、職員の給与に関する条例（昭和27年徳島県条例第2号）（給与条例）等の規定に基 

づき、採用前の職務経験年数やその職務内容等に応じ、決定されます。このほか諸手当とし

て、給与条例等の規定により、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当等が支給さ

れます。また、採用等に伴い住居の移転を行った場合は、条例等の定めに基づく赴任旅費が

支給されます。 

    【初任給の目安】 

職務経験等 給料月額（給料＋地域手当） 

大学卒業程度の区分で採用され、国等で「８年間」勤務

し、「主任主事」で採用された場合（採用時３０歳） 

２７５，０００円程度 

大学卒業程度の区分で採用され、国等で「１３年間」勤務

し、「主任」で採用された場合（採用時３５歳） 

２９０，０００円程度 

大学卒業程度の区分で採用され、国等で「１８年間」勤務

し、「係長」で採用された場合（採用時４０歳） 

３３５，０００円程度 

※行政職給料表が適用される場合の目安であり、薬剤師・管理栄養士・保健師・獣医師等 

   の職種で採用され、業務内容に応じて他の給料表が適用される場合はこの限りではあり 

ません。 

※あくまでも目安であり、職務経験の内容等により金額は異なります。また、給与決定上 

の「職務経験年数」は、「３ 受験資格（１）」にいう「職務経験」の年数とは扱いが 

異なります。 

※６０歳に達した日後の最初の４月１日以後の給料月額は、その方に適用される給料表の 

職務の等級・号俸に応じた額に７割を乗じた額となります。 

 

 

 

 



 

９ 問い合わせ先 

    〒７７０－８５７０ 

      徳島県徳島市万代町１丁目１番地 

      徳島県企画総務部人事課 

      電話番号：０８８－６２１－２０４２ 

    メールアドレス：jinjika@pref.tokushima.lg.jp 


